
～

　最終予算額　 （Ａ)

　決　算　額 （Ｂ)

Ｂ(H24はＡ）のうち一般財源

 従事する職員数

 概算人件費 （Ｃ）

　概算事業費　（Ｂ(H24はA)＋Ｃ）

担
当
課

7

147,925

⑤
事
業
の
課
題 事業改善（有効性・
効率性）の余地

判
定
の
説
明

④
事
業
の
成
果

「第6次長野県土地改良長期計画」における期間内
整備目標
・基幹的な農道の整備延長（単年度）：2km
・中山間地域での農道の整備延長（累計）：96km

事業成果・評価

<効率指標(単位当りｺｽﾄ等)>
１地区当たり事業費

　3154

　nochi@pref.nagano.lg.jp

□　当面余地なし

3 5

内　線

E-mail

評価区分

b
期待どおり

県の関与を見直す
余地

□　余地あり

185,052

事業の目標(H23)

判　定　・　説　明

・基幹的な農道の整備延長（単年度）：2km
・中山間地域での農道の整備延長（累計）：93km

以上から、「概ね期待どおり」であった。

事業ニーズの変化

■　余地なし

■　横ばい
・土地改良法に基づく事業であり、農業生産や農作物輸送の効
率化を図るだけでなく、地域の生活道路や緊急輸送路の位置付
けや、地域資源と連携し観光と農業を結びつけた地域振興の発
展にも大きな効果が見込まれる。
・コスト縮減に取り組むとともに、早期効果の発現が図られる箇所
を重点的に実施し効率的な整備を行っている。

□　減少

□　余地あり□　余地なし ■　当面余地なし

⑥
総
合
分
析
等

総合分析
(今後の課題、
取組方針等)

中期総合計画の主要施策「地域が輝く元気な農業・農村の構築」、「元気な農山村づくり」、「道路ネットワークの整
備」を推進するための主要な取組であり、23年度においては概ね期待どおりの成果が得られている。今後もコスト縮
減に取組ながら計画的に整備を進めていく。

特記事項 ・地域から事業の早期完成の要望が高いため、早期に効果が図られる箇所を重点的に実施するよう努める。

区　分

□　増加

②
事
業
コ
ス
ト

区　　分

③
事
業
実
績

単位

中山間地域での
農道の整備延長（累計）（活）

km

千円

－

　概　算
　人件費

2,220,624 1,923,023

21.40 18.8021.50

12068

2,109,180

km

22年度

93

23年度

175,765

千円 －

千円/地区

左記以外のH23年度実績

実施地区数（活） 地区 12 12 13

24年度（見込）

（効率指標　算定式）
概算事業費／実施地区数

基幹農道整備量（累計）（活）

成果指標・活動指標内容

23年度事業費の主な内訳

千円 2,734,388 1,923,023
（H24への繰越額: 513,558千円）

千円 2,109,180

単位

人

千円

－

23年度 24年度（当初）

682,909 795,585

3,250,259

885,663

2,220,624 ―

22年度

①
　
事
 
業
 
の
 
概
 
要
 
等

目　的
(必要性)

農村地域において農道を整備し、農業生産の近代化、農産物の流通の合理化、農村生活環境の改善を図る。

対　象 農道

目指すべき姿

農道の整備を進め、農業生産の効率化及び農産物の流通条件の向上を図る。
併せて農村の社会生活活動にも利用される道路となるよう整備し、農村生活環境の改善を図る。
「第6次長野県土地改良長期計画」における期間内整備目標（基幹的な農道の整備延長7km（H20～H24））
「長野県食と農業農村振興計画」における期間内整備目標（中山間地域の農道の整備延長120km（H20～H24））

事業内容

・広域営農団地農道整備事業（補助率：【国】50％、【県】50％）
・道整備交付金（交付率：【国】50％、【県】50％）
・基幹農道整備事業（補助率：【国】15/30、【県】8/30、【市町村】7/30）
・一般農道整備事業（補助率：【国】50％、【県】25％、【市町村】25％）
・農道保全対策事業（補助率：【国】50％、【県】25％、【市町村】25％）
・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（交付率：【国】50～55％、【県】1％、【市町村】49～44％）

　農政部農地整備課

土地改良法、地域再生法、農山漁村活性化法

実施方法
国庫･
県単

県が直接実施、市町村へ交付金を交付し実施

実施期間 S40 根拠法令等

補助公共

事　業　名 農道整備事業（公共【農道】）

平成24年度事務事業評価シート （23年度実施事業分）

事業番号 中期総合計画主要施策番号 2-03,5-06,5-09 部・課08 05 05


